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Ⅲ. 目指すべき社会・姿を実現するための取り組み 

 

１．革新的な新産業・新サービスの創出と全産業の成長を促進する社会の実現 

 

（４）ＩＴ・データを活用した地域（離島を含む。）の活性化 

 

 地域の資源をいかした観光や公共・行政、農業等の地場産業等において、

IT・データを活用することにより、子供や高齢者も生き生きと暮らせるよう、

地域の特性に応じた、魅力ある地域の元気を創造するとともに、地域や社会

が抱える課題を解決する新しいアイデアや技術を持つ若手やベンチャー企業

を発掘・育成し、社会・地域活性化の持続的な発展につながる好循環モデル

を創出することにより、災害に強く成長する新たな街づくりを実現する。 

 

 また、若者など住民の流出の抑制が課題となっている離島における、新た

なビジネスモデルを構築することにより、地域経済の活性化等を推進する。 

 このため、スマートフォンやタブレット端末等の活用による効率化やサー

ビス向上を図ることなどにより、魅力ある地域の元気を創造する取組を促す

とともに、センサー、クラウド、災害時にも活用可能な情報通信基盤等の IT や

地理空間情報（G空間情報）等、各種データの活用を組み合わせることにより、

新たな街づくりモデルや離島におけるビジネスモデルを構築 する。 

 あわせて、離島を含む各地域における実証プロジェクト等の取組による成

果について、他地域への展開性や持続可能性を検証し、IT を活用した街づく

りの共通的な基盤を構築し、2015 年度以降、持続的な地域活性化モデルとし

て、成功モデルの国内外への普及展開を図る 。 
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